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区　　　　分 料率および額

医療分
加入者の医療費に充て

る分

所得割 8.63%
均等割 27,810 円
平等割 28,220 円
賦課限度額 670,000 円

後期高齢者支援金分
後期高齢者医療制度へ

の支援分

所得割 2.62%
均等割 8,730 円
平等割 8,860 円
賦課限度額 260,000 円

介護分（40～ 64歳
の加入者が対象）

介護保険制度への負担分

所得割 1.90%
均等割 8,660 円
平等割 6,810 円
賦課限度額 170,000 円

子ども・子育て支援金分
子ども・子育てに関す
る各種制度への支援分

所得割 0.29%
均等割※ 1,100 円
平等割 1,000 円
賦課限度額 30,000 円

合計

所得割 13.44%
均等割 46,300 円
平等割 44,890 円
賦課限度額 1,130,000 円

※ �18 歳以上の加入者のみ対象。
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保険料を滞納しているとどうなるの？
◦�特別療養費の支給対象になり、医療費を一
旦全額自己負担することになります
◦�〝限度額適用認定証〟が交付されないなど、
各種保険給付が差し止められます
◦�預貯金、生命保険などの財産や給与などが
差し押さえの対象となります

　保険料は、国民健康保険を将来にわたり安定して運
営するために大変重要です。必ず納期内に納付し、納
付に困ったときは早めに相談してください。滞納額が
増えると、その後の納付がさらに困難になります。

納付に困ったときは早めの相談を納付に困ったときは早めの相談を

仕事などで、平日の日中に相談ができない方は
夜間・休日納付相談窓口の利用を！
夜間窓口　毎月最終木曜日　午後 8時まで
休日窓口　毎月最終日曜日　午前 9時～正午
※日程は、折り込みのいきいきナビをご覧ください。
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手数料が掛かり、
領収書は発行さ
れません

電話相談も可能です
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